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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第176期
第1四半期

連結累計期間

第177期
第1四半期

連結累計期間
第176期

会計期間
自平成25年4月 1日
至平成25年6月30日

自平成26年4月 1日
至平成26年6月30日

自平成25年4月 1日
至平成26年3月31日

営業収益 （百万円） 160,565 170,787 679,157

経常利益 （百万円） 24,736 26,199 81,191

四半期（当期）純利益 （百万円） 20,190 16,730 46,352

四半期包括利益

又は包括利益
（百万円） 25,652 16,235 55,941

純資産額 （百万円） 592,542 629,006 617,598

総資産額 （百万円） 2,275,967 2,244,726 2,286,928

1株当たり

四半期（当期）純利益
（円） 16.01 13.27 36.76

潜在株式調整後1株当たり

四半期（当期）純利益
（円） 16.01 13.25 36.75

自己資本比率 （％） 25.4 27.3 26.3

（注）1　当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。

2　消費税抜きで記載しています。

 

２【事業の内容】

　当第1四半期連結累計期間において、当社グループが営んでいる主要な事業の内容について、重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第1四半期連結累計期間のわが国経済は、円安傾向の継続や株価の上昇を背景として、企業収益が改善した

こと等から、緩やかな回復基調が続いたものの、消費税率引き上げによる影響を受け、個人消費に弱い動きが

見られました。

この間、当社グループにおきましては、中期経営計画に掲げる目標を達成すべく、グループ経営機能を担う

当社の下、中核会社を中心に、各コア事業の競争力強化を図るとともに、コア事業間の連携を通じてグループ

総合力の発揮に努めました。

この結果、不動産事業において、阪急リート投資法人のスポンサーである阪急電鉄が、同投資法人への組入

れを目的として取得していた物件を譲渡したことにより増収となったほか、マンション分譲戸数が前年同期を

上回ったこと等により、前年同期に比べ、営業収益、営業利益及び経常利益はいずれも増加しました。一方、

固定資産売却益が減少したこと等により、四半期純利益は減少しました。

当第1四半期連結累計期間の当社グループの経営成績は次のとおりです。

 

 
当第1四半期

連結累計期間

対前年同期比較

増減額 増減率

営業収益 1,707億87百万円 ＋102億21百万円 ＋6.4％

営業利益 266億78百万円 ＋2億76百万円 ＋1.0％

経常利益 261億99百万円 ＋14億62百万円 ＋5.9％

四半期純利益 167億30百万円 △34億60百万円 △17.1％

 

セグメント別の業績は次のとおりです。

 

＜都市交通事業＞

鉄道事業につきましては、阪急電鉄において、鉄道関連情報のホームページをリニューアルしスマートフォ

ンでの表示に対応するなど、お客様サービスの向上に努めました。また、多彩な表現で広告が可能な媒体とし

て、梅田駅に大型のデジタルサイネージ「梅田ツインビジョン」を設置しました。阪神電気鉄道では、お客様

にわかりやすくご案内することを目指し、平成26年4月から「三宮駅」を「神戸三宮駅」に変更するとともに、

神戸高速線を含む全駅で駅ナンバリングを導入しました。設備面では大石駅で国内最軽量の太陽光パネルを用

いた発電システムの運用を開始し、環境に配慮した取組みを進めたほか、甲子園駅に大型のデジタルサイネー

ジを新設し、阪神タイガースの試合速報等の情報提供を行うなど、顧客満足度の向上に努めました。

自動車事業につきましては、阪急バス及び阪神バスにおいて、ICカード乗車券「hanica（ハニカ）」による

通勤・通学定期券の販売を開始したほか、阪神タクシーが、各種クレジットカード、「PiTaPa（ピタパ）」及

び後払式電子マネー「iD（アイディ）」の取扱いを開始するなど、お客様の利便性の向上を図りました。

流通事業につきましては、阪急・阪神沿線のさらなる魅力向上を図るため、平成26年4月にグループ内の駅売

店など駅ナカ・駅チカ事業を統合し、一体的な事業運営を開始しました。

しかしながら、前年度末に消費税率引き上げに伴う駆け込み需要が発生した影響により、鉄道運輸収入が減

少したこと等から、営業収益は576億73百万円となり、前年同期に比べ4億25百万円（△0.7％）減少し、営業利

益は108億66百万円となり、前年同期に比べ4億82百万円（△4.2％）減少しました。
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＜不動産事業＞

不動産賃貸事業につきましては、平成26年5月に阪神杭瀬駅の商業施設「Yotte杭瀬」（兵庫県尼崎市）をリ

ニューアルオープンしたほか、「NU chayamachi」（大阪市北区）のリニューアルを順次進めています。また、

平成26年4月から「HEP FIVE」（大阪市北区）において、新たなポイントカード「HEP FIVE CARD」を導入し、

お客様の満足度向上を図るなど、厳しい事業環境の中、商業施設・オフィスビルの競争力の強化と稼働率の維

持等に取り組みました。

不動産分譲事業につきましては、マンション分譲では、近畿圏において「ジオ新町」（大阪市西区）、「ジ

オ池田城南一丁目」（大阪府池田市）等を、首都圏において「ジオ碑文谷一丁目」（東京都目黒区）等を販売

しました。また、宅地戸建分譲では、「ハピアガーデン久が原三丁目」（東京都大田区）、「阪急宝塚山手台

クレアス」（兵庫県宝塚市）等を販売しました。

不動産事業全体としては、阪急リート投資法人のスポンサーである阪急電鉄が、同投資法人への組入れを目

的として取得していた物件を譲渡したことにより増収となったほか、マンション分譲戸数が前年同期を上回っ

たこと等により、営業収益は530億71百万円となり、前年同期に比べ92億16百万円（21.0％）増加し、営業利益

は95億98百万円となり、前年同期に比べ5億4百万円（5.5％）増加しました。

 

＜エンタテインメント・コミュニケーション事業＞

スポーツ事業につきましては、阪神タイガースが、多くのファンの方々にご声援をいただくとともに、阪神

甲子園球場では、ファンサービスの一環として、「タイガースガールズ」を導入したほか、飲食・物販におい

て多様な企画を実施するなど、魅力ある施設運営に取り組みました。

ステージ事業につきましては、歌劇事業において、平成26年4月に宝塚歌劇100周年記念式典・夢の祭典を開

催し、いずれも盛況のうちに終えました。また、宝塚大劇場・東京宝塚劇場で上演した宙組公演「ベルサイユ

のばら－オスカル編－」が特に好評を博し、初演からの累計入場者数が500万人に達しました。演劇事業におい

ては、大阪（梅田芸術劇場）及び東京（青山劇場等）で、宝塚歌劇団の歴代スターを起用した「セレブレー

ション100！宝塚～この愛よ永遠に～」や、人気映画を舞台化した「オーシャンズ11」等、話題性のある多様な

公演を催しました。

コミュニケーションメディア事業につきましては、放送・通信事業において、ケーブルテレビの長期契約割

引プランや携帯電話とのセットメニューの販売を強化するなど、厳しい競争環境の中で加入者数の維持拡大に

努めました。

さらに、六甲山地区において、「六甲山ミツバチフェア」や「ピーターラビットと楽しむ 六甲山英国フェ

ア」といった、六甲山の自然・眺望と多様なコンテンツを組み合わせた企画を実施するなど、一層の集客に努

めました。

これらの結果、営業収益は291億17百万円となり、前年同期に比べ18億32百万円（6.7％）増加し、営業利益

は59億4百万円となり、前年同期に比べ1億70百万円（3.0％）増加しました。

 

＜旅行事業＞

旅行事業につきましては、海外旅行において、羽田空港の国際線発着枠が増加したカナダ方面や、台湾等の

アジア方面の集客が好調であったものの、主軸のヨーロッパ方面はやや弱含みで推移しました。

国内旅行においては、富岡製糸場の世界遺産登録が話題となった関東方面や、前年度に引き続いて沖縄方面

の集客が好調に推移しました。

このほか、ヨーロッパやアジアからの顧客を中心に、積極的な営業活動を展開し、訪日外国人旅行客の取扱

いを順調に伸ばしました。

これらの結果、営業収益は86億97百万円となり、前年同期に比べ1億62百万円（△1.8％）減少しましたが、

コスト抑制に努めたこと等により、営業利益は7億51百万円となり、前年同期に比べ2億1百万円（36.7％）増加

しました。

 

＜国際輸送事業＞

国際輸送事業につきましては、競争が一層激化したものの、アセアンを中心に貨物需要は緩やかに回復する

動きが見られました。

そうした中で、成長市場であるアフリカにおいては主要国の一つである南アフリカに、多くの日系企業が進

出する中国北東部においては長春に、それぞれ拠点を開設するなど、グローバルネットワークの拡充を図り、

お客様により高品質なサービスを提供できる体制の強化に努めました。

これらの結果、営業収益は94億13百万円となり、前年同期に比べ5億16百万円（5.8％）増加し、営業利益は4

億69百万円となり、前年同期に比べ2億46百万円増加しました。
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＜ホテル事業＞

ホテル事業につきましては、外国人宿泊客が増加したこと等により、宿泊部門が堅調に推移しました。

また、客室や宴会場など施設のリニューアルを順次行い、さらなる競争力の強化を図るとともに、平成26年8

月に開業50周年を迎える「大阪新阪急ホテル」をはじめ、各ホテルにおいて、各種プランの企画・販売などに

積極的に取り組みました。

しかしながら、レストラン部門や婚礼宴会が低調に推移したこと等により、営業収益は153億46百万円とな

り、前年同期に比べ6億30百万円（△3.9％）減少し、営業利益は1億28百万円となり、前年同期に比べ2億63百

万円（△67.3％）減少しました。

 

＜その他＞

建設業等その他の事業につきましては、営業収益は57億53百万円となり、前年同期に比べ2億73百万円

（5.0％）増加し、営業損益は1億75百万円の損失となり、前年同期に比べ1億3百万円悪化しました。

 

（注）四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載を省略しているため、キャッシュ・フローの状況の分析につい

ても記載を省略しています。
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(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項）は次のとおりです。

 

①　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくためには、「中・長期的視点に立った安

全対策への積極的な取組み等の社会的使命の遂行」、「中・長期的な事業成長を目指した大規模開発の推

進」、「沿線に関わる行政機関・周辺住民その他の関係当事者との信頼関係の維持」、「当社グループの各コ

ア事業相互の有機的なシナジーを最大限発揮することによる総合力の強化」等に重点を置いた経営の遂行が必

要不可欠であり、これらが中・長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同

の利益は毀損されることになると考えています。従って、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配す

る者は、これらの点を十分に理解し、当社の企業価値・株主共同の利益を中・長期的に確保・向上していくこ

とを可能とする者である必要があると考えています。

当社は、当社株式について大量取得行為がなされる場合であっても、これが当社の企業価値・株主共同の利

益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。しかしながら、株式の大量取得行為の

中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売

却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件等について検討し、あるいは

対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示

した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主

共同の利益に資さないものも少なくありません。

特に、当社グループは、数多くのグループ関連企業から成り立ち、事業分野も都市交通事業、不動産事業、

エンタテインメント・コミュニケーション事業、旅行事業、国際輸送事業及びホテル事業といったコア事業を

中心として、幅広い範囲に及んでいます。従って、外部者である買付者からの買付の提案を受けた際に、当社

の有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、各事業分野の有機的結合により実現され得るシナ

ジーその他当社の企業価値を構成する要素を十分に把握したうえで、当該買付が当社の企業価値・株主共同の

利益に及ぼす影響を短期間で適切に判断することは、必ずしも容易ではないものと思われます。

こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する不適切な買付により企業価値・株主共同の利益が

毀損されることを防止するためには、買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会

が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を

可能とすることで、当社の企業価値・株主共同の利益に反する買付行為を抑止できる体制を平時において整え

ておくことが必要不可欠と考えています。

②　当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

(A) 企業価値向上に資する取組み

当社グループは、出発点である鉄道事業において、都市と都市、都市と郊外を、高速・高密度輸送で結ぶ

ことにより、人々の生活圏を大きく拡大すると同時に、住宅、商業施設から阪神タイガースや宝塚歌劇に至

るまでの多岐にわたる分野において、新たなサービスを次々と提供し、社会に新風を吹き込んできました。

現在では、純粋持株会社である当社の下、阪急電鉄株式会社、阪神電気鉄道株式会社、株式会社阪急交通

社、株式会社阪急阪神エクスプレス、株式会社阪急阪神ホテルズの5つの中核会社を中心に、「『安心・快

適』、そして『夢・感動』をお届けすることで、お客様の喜びを実現し、社会に貢献すること」を使命とし

て、事業を推進しています。

当社グループは、上記①でも述べたとおり、都市交通事業、不動産事業、エンタテインメント・コミュニ

ケーション事業、旅行事業、国際輸送事業及びホテル事業の6つの事業領域をコア事業と位置づけ、具体的に

は、以下の取組みを行っています。

 

EDINET提出書類

阪急阪神ホールディングス株式会社(E04103)

四半期報告書

 6/31



まず、都市交通事業では、関西圏において一大交通網を形成する、鉄道、バス、タクシー等の都市交通輸

送を担っており、沿線となる京阪神エリアにおいて、安全・快適かつ利便性の高い輸送サービスの提供に取

り組んでいます。特に、鉄道におきましては、他社との相互直通運転を通じて、より広域的なネットワーク

の構築に努めるとともに、ICカードの普及・拡大を図るほか、高架化工事を始めとする大規模工事や、駅バ

リアフリー化工事等につきましても、着実に推進しています。また、沿線を中心として、コンビニエンスス

トア・化粧品雑貨店等の小売業等、幅広い展開を図っています。

次に、不動産事業では、商業施設やオフィスビルの賃貸とマンション事業を主な収益基盤として、阪急三

番街や阪急西宮ガーデンズ、ハービスOSAKA等の商業施設を始め、大阪梅田を中心とした沿線におけるこれま

での開発実績等を背景にした「沿線価値創造力」を強みとして、これまでに集積したノウハウを活用し、安

心で快適な街づくりを進めるとともに、沿線に賑わいをもたらす魅力ある大規模開発を着実に推進していま

す。

エンタテインメント・コミュニケーション事業では、全国的な人気・知名度を誇る「阪神タイガース」を

中心とするスポーツ事業や「宝塚歌劇」を中心とする歌劇事業に代表される事業を営んでいますが、阪神甲

子園球場におけるサービスの充実を始め、魅力ある施設運営や快適な環境の整備を通じて独自コンテンツを

強化しながら、多彩なライブエンタテインメントを提供することで、全国のお客様に「夢・感動」をお届け

しています。

旅行事業では、充実した内容で豊富な品揃えの基幹ブランド「トラピックス」を始めとする募集型企画旅

行や業務渡航を取り扱っています。

国際輸送事業では、高度なIT技術とグローバルネットワークを駆使して、多種多様な輸送モードを効率的

に組み合わせた高品質な総合物流サービスを提供しています。

最後に、ホテル事業では、フルサービス型ホテルから宿泊主体型ホテルまで幅広い業態のホテルを展開し

ていますが、首都圏と近畿圏の国内二大マーケットに直営ホテルが集中する強みを持つとともに、これらの

地域以外におけるチェーンホテル拡大を図っています。また、国際的な高級ホテルチェーンと提携して経営

する「ザ・リッツ・カールトン大阪」につきましては、お客様の高い評価を得ています。

以上のとおり、当社グループは、各コア事業を通じて、輸送サービスの充実、良質な住宅・オフィスの提

供や、商業施設の開発等に代表される沿線におけるより良い街づくり、当社グループ独自のエンタテインメ

ント、さらには、旅行、国際輸送、ホテル等、暮らしに関するサービスを総合的に提供し、阪急・阪神の沿

線価値を高めることにより、当社グループの持続的成長を図ることができると考えています。

当社グループでは、これらの事業展開の下、平成30年度までの期間を「中長期的な成長に向けた基盤整備

の時期」と位置付け、「梅田地区をはじめとする沿線の価値向上」や「中長期的な成長に向けた新たなマー

ケット（首都圏・海外等）の開拓」に取り組んでいきます。また、財務面では、「将来を見据えた投資」

「財務体質の継続的な強化」及び「株主還元」にバランスよく、かつ柔軟に資金を配分することとしてお

り、当社グループは、これらの事業戦略や財務方針に基づき、今後とも中長期的な視点に立って持続的な成

長を図っていきます。

(B) コーポレート・ガバナンスの強化に対する取組み

ａ　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社では、「お客様を始めとする皆様から信頼される企業でありつづける」ために、コーポレート・ガ

バナンスを強化していくことが重要であると認識しており、経営の透明性・健全性を一層高めることや、

法令等の遵守、適時適切な情報開示等を通じて、その充実を図っています。

ｂ　コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

1．取締役・取締役会

当社及び当社グループの経営方針及び経営戦略や経営計画等に関わる重要事項については、グループ

経営会議の審議を経て、当社取締役会において決定するものとし、また、グループ会社がグループ経営

の観点から重要な事項を実施する場合には、事前に当社の承認を得ることを求めることとしています。

また、当社取締役会は、現在取締役13名（うち2名が社外取締役）から構成されますが、中核会社を始

めとする主要なグループ会社から選出された取締役に、豊富な経験と実績を有する社外取締役を含めた

構成とするとともに、取締役の任期を1年としています。

なお、当社は、上記社外取締役2名を、後記の社外監査役3名とともに、独立役員として指定し、上場

証券取引所に対し届け出ています。
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2．監査役・監査役会

当社では、有識者（法律専門家・学識経験者）を社外監査役に選任するとともに（現在監査役5名のう

ち3名が社外監査役）、監査役の職務を補助する体制として専任スタッフを配置して、当社及びグループ

会社の業務及び財産の状況を調査し、取締役の職務執行を監査しています。

また、グループ各社の監査役について、監査権限を会計監査に限定せず、業務監査権限まで付与する

とともに、原則として全てのグループ会社に、いわゆる「内部統制システム」の構築に関する基本方針

を整備するよう指導しています。

3．その他

コンプライアンス経営の確保等を目的として、当社及びグループ会社の役職員に加え、取引先も利用

可能な内部通報制度として「企業倫理相談窓口」を設置するなどの施策を実施しています。

 

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組み（当社株式の大量取得行為に関する対応策の基本方針（本基本方針））

(A) 本基本方針の概要

当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、下記(B)に定める「本プランの骨

子」に従った具体的な対応策（以下「本プラン」といいます。）を当社取締役会において別途決議し、本プ

ランの内容を、証券取引所における適時開示、当社事業報告等の法定開示書類における開示、当社ホーム

ページへの掲載等により周知させることにより、当社株式に対する買付等を行う者が遵守すべき手続がある

こと並びに当社が差別的行使条件及び取得条項付新株予約権の無償割当てを実施することがあり得ることを

事前に警告することをもって、当社株式の大量取得行為に関する対応策（平時の買収防衛策）とします。

(B) 本プランの骨子

ａ　本プランの概要

当社は、下記ｂに定める買付等を行う者又は提案する者（以下「買付者等」といいます。）に対し、下

記ｃに定める手続に従って買付等を実施することを求め、当該買付等についての情報提供及び検討のため

の時間を確保します。また、下記ｅ1．の各号のいずれかに該当する場合には、当該買付者等による権利行

使は認められないとの行使条件（差別的行使条件）及び当社が当該買付者等以外の者から当社株式と引換

えに新株予約権を取得する旨の取得条項など下記ｅ5．に定める内容を有する新株予約権（以下「本新株予

約権」といいます。）を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により

割り当てることができるものとします。

ｂ　対象とする買付等

本プランが対象とする買付等は、次の1．若しくは2．に該当する買付又はこれに類似する行為としま

す。

1．当社が発行者である株券等について保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付

2．当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株

券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

ｃ　買付者等が遵守すべき買付等の手続

買付者等が買付等を行う場合には、当社取締役会が別途認めた場合を除き、当該買付等の実行に先立

ち、当社に対して、買付者等の詳細、買付等の目的、方法及び内容、買付等の価額の算定根拠、買付等の

資金の裏付け、買付等の後の当社グループの経営方針、その他別途当社取締役会が本プランへの更新に際

して定める情報（以下「本必要情報」といいます。）並びに当該買付者等が買付等に際して本プランに定

める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「買付説明書」といいます。）を、当社の定め

る書式により提出するものとします。

当社は、上記の買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会（その詳細については下記ｆ参

照。以下同じとします。）に提供します。独立委員会が、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として

不十分であると判断した場合には、買付者等は、独立委員会の求めに従い、独立委員会の定める回答期限

までに追加情報を提出するものとします。

なお、独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付説明書及び本必

要情報の内容と当社取締役会の経営計画、当社取締役会による企業評価等との比較検討並びに株主に対し

て提示する当社取締役会の代替案の検討等を行うために、当社取締役会に対しても、当社取締役会による

情報収集や企業評価等の検討（必要に応じ、外部専門家による検討を含みます。）等に必要な時間を考慮

して適宜回答期限（但し、上記①に記載のとおり当社グループの営む事業の多様性・広範性等を考慮し、

原則として60日間を超えないものとします。）を定めたうえ、買付者等の買付等の内容に対する意見及び

その根拠資料、代替案その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等の提出を求めることができま

す。
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ｄ　独立委員会による買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の提示

上記ｃの検討を開始するために十分な情報提供がなされたと独立委員会が認めた場合、独立委員会は、

最長60日間の検討期間（但し、当該検討期間の終了時までに、下記ｅ1．又は2．に定める勧告を行うに至

らない場合には、必要な範囲で最長30日間延長できるものとし、以下「検討期間」といいます。）を設定

します。

独立委員会は、検討期間内において、買付者等及び当社取締役会から提供された情報・資料等に基づ

き、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等の買付等の内容の評価・検討等

を行います。また、独立委員会は、必要があれば、買付等の内容を改善させるため、直接又は当社取締役

会等を通じて間接に当該買付者等と協議・交渉等を行い、また、株主に対して当社取締役会の代替案の提

示を行います。なお、買付者等は、独立委員会が検討期間内において、自ら又は当社取締役会を通じて、

検討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないもの

とします。

独立委員会は、当社の費用により、独立した第三者である専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、

弁護士、公認会計士等）の助言を受けることができます。

ｅ　新株予約権無償割当ての実施

1．独立委員会による実施の勧告

独立委員会は、次の各号に定めるいずれかの場合に該当すると判断した場合は、当社取締役会に対

し、本新株予約権の無償割当ての実施を勧告します。

ア　買付者等が上記ｃに定める情報提供及び検討期間の確保のための手続その他本プランに定める手

続を遵守しなかった場合

イ　買付者等及び当社取締役会から提供された情報・資料等の評価・検討等並びに買付者等との協

議・交渉等の結果、買付者等による買付等が下記 1)ないし 6)のいずれかに該当し、本新株予約

権の無償割当てを実施することが相当と認められる場合

1) 下記に掲げる行為その他これに類似する行為により、当社の企業価値・株主共同の利益に対する

明白な侵害をもたらすおそれのある買付等

（ⅰ）株券等を買占め、その株券等につき当社に対して高値で買取りを要求する行為

（ⅱ）当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社の犠牲の下

に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為

（ⅲ）当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為

（ⅳ）当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、

その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機

会を狙って高値で売り抜ける行為

2) 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を株主

に対して不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをい

います。）等、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれのある買付等

3) 当社に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えることなく行わ

れる買付等

4) 当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる情報

が十分に提供されることなく行われる買付等

5) 買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の実行の蓋然

性、買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇方針

等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付等

6) 買付者等による買付等の後の経営方針又は事業計画等の内容が不十分又は不適当であるため、鉄

道事業の安全性若しくは公共性又は利用者の利益の確保に重大な支障を来すおそれのある買付等

但し、独立委員会は、本新株予約権の無償割当ての実施を勧告した後であっても、当該勧告後買付者

等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなくなった場合、又は上記勧告の判断の前提となった事

実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が上記ア及びイのいずれにも該当しないと独立委員会が

判断するに至った場合には、本新株予約権の無償割当ての中止又は割当て後の本新株予約権の無償取得

を含む別途の判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができます。

なお、独立委員会は、上記ア又はイのいずれかに該当すると判断する場合でも、本新株予約権の無償

割当てを実施することについて株主総会の決議を得ることが相当であると判断するときは、当社取締役

会に対して、株主総会の招集、本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案の付議を勧告するものと

します。
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2．独立委員会による不実施の勧告

独立委員会は、買付者等による買付等が、上記1．のア及びイのいずれにも該当しないと判断した場

合、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施しないことを勧告します。

但し、独立委員会は、本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告した後であっても、当該勧告の判断

の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が上記1．のア又はイのいずれかに該当

すると判断するに至った場合には、本新株予約権の無償割当ての実施を含む別途の判断を行い、これを

当社取締役会に勧告することができます。

3．株主に対する情報開示

当社取締役会又は独立委員会は、以下に記載する各事項のうち、独立委員会が適切と認める事項につ

いて、当該事実の発生後速やかに、情報開示を行います。

ア　買付者等が現れた事実

イ　買付者等から買付説明書が提出された事実とその内容の概要

ウ　本必要情報が提供された事実とその内容の概要

エ　検討期間が開始された事実

オ　検討期間延長の決議がなされた事実とその理由の概要

カ　独立委員会による勧告の事実と、勧告を行った理由及び勧告の内容の概要（当該勧告後の事実関

係等の変動により当該勧告とは異なる勧告がなされた場合には、当該事実と、当該異なる勧告を

行った理由及び当該異なる勧告の内容の概要）

4．当社取締役会による独立委員会の勧告の尊重

当社取締役会は、上記1．及び2．による独立委員会の勧告を最大限尊重し、本新株予約権の無償割当

ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を速やかに行うものとします。

但し、独立委員会から、株主総会を招集し、本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案を付議す

る旨の勧告がなされた場合には、当社取締役会は、実務上株主総会の開催が著しく困難な場合を除き、

実務上可能な限り最短の期間で株主総会を開催できるように、速やかに株主総会を招集し、本新株予約

権の無償割当ての実施に関する議案を付議します。当該株主総会において本新株予約権の無償割当ての

実施に関する議案が可決された場合には、当社取締役会は、株主総会における決定に従い、本新株予約

権の無償割当てに必要な手続を遂行します（株主総会において本新株予約権の無償割当て事項の決定を

取締役会に委任する旨の決議がなされた場合には、本新株予約権無償割当ての実施に関する取締役会決

議を行います。）。一方、当該株主総会において本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案が否決

された場合には、当社取締役会は、本新株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行います。

買付者等は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施若しくは不実施に関する決議を行うま

での間、又は上記の株主総会が開催される場合には当該株主総会において本新株予約権無償割当ての議

案が可決若しくは否決されるまでの間、買付等を実行してはならないものとします。

当社取締役会は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施若しくは不実施等に関する決議を

行った場合、当社取締役会が上記の株主総会を招集する旨の決議を行った場合、又は本新株予約権の無

償割当ての実施に関する株主総会の決議が行われた場合若しくはこれに関する議案が否決された場合に

は、速やかに、当該決議の概要又は否決の事実その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報

開示を行います。

5．新株予約権の無償割当ての主な内容

本新株予約権の無償割当ての主な内容は、以下のとおりとします。

ア　本新株予約権の数

当社取締役会又は株主総会が本新株予約権の無償割当ての決議（以下「本新株予約権無償割当て

決議」といいます。）において別途定める割当期日（以下「割当期日」といいます。）における当

社の最終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。）の2

倍に相当する数を上限として、当社取締役会又は株主総会が本新株予約権無償割当て決議において

別途定める数とします。

イ　割当対象株主

割当期日における当社の最終の株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対し、その保有

する当社株式1株につき本新株予約権2個を上限として本新株予約権無償割当て決議において別途定

める割合で、本新株予約権を無償で割り当てます。

ウ　本新株予約権の無償割当ての効力発生日

本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。
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エ　本新株予約権の目的である株式の数

本新株予約権1個当たりの目的である当社株式（「社債、株式等の振替に関する法律」の規定の適

用がある同法第128条第1項に定める振替株式となります。）の数は、別途調整がない限り1株としま

す。

オ　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資され

る財産の当社株式1株当たりの価額は、1円を下限とし、当社株式の1株の時価の2分の1の金額を上限

とする金額の範囲内で、本新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とします。

カ　本新株予約権の行使期間

本新株予約権の無償割当ての効力発生日又は本新株予約権無償割当て決議において別途定める日

を初日とし、1か月間から2か月間までの範囲で、本新株予約権無償割当て決議において別途定める

期間とします。

キ　本新株予約権の行使条件

次の 1)ないし 6)に規定する者（以下「非適格者」と総称します。）は、原則として本新株予約

権を行使できません。

1) 特定大量保有者

2) 1)の共同保有者

3) 特定大量買付者

4) 3)の特別関係者

5) 上記 1)ないし 4)に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ずに譲り受け又は承

継した者

6) 上記 1)ないし 5)に該当する者の関連者

ク　本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

ケ　本新株予約権の取得事由

1) 当社は、本新株予約権の行使期間の初日の前日までの間、いつでも全ての本新株予約権を無償で

取得することができます。

2) 当社は、当社取締役会が別に定める日において、非適格者以外の者が有する未行使の本新株予約

権を取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき（別途調整がない限り）当社株式1株を交

付することができます。かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者のうち非適格

者以外の者が存すると当社取締役会が認める場合には、かかる取得を別途行うことができ、以後

も同様とします。

3) その他当社が本新株予約権を取得できる場合及びその条件については、別途本新株予約権無償割

当て決議において定めるところによるものとします。

コ　その他

その他の本新株予約権の内容は、別途本新株予約権無償割当て決議において定めるところによる

ものとします。

ｆ　独立委員会について

当社は、本プランに基づく本新株予約権の無償割当ての実施・不実施等に関する当社取締役会の恣意的

判断を排するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置し

ます。独立委員会は3名以上の委員により構成され、委員は当社取締役会が当社の社外取締役及び社外監査

役並びに社外の有識者（実績ある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等）から

選任し、公表するものとします。

独立委員会の決議は、原則として委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行います。但し、委員

に事故あるときその他やむを得ない事由があるときは、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれ

を行います。

その他、独立委員会に関する事項については、別途当社取締役会において定めるものとします。

ｇ　本プランの廃止

当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止され

るものとします。

ｈ　その他

上記ａないしｇに定めるほか、本プランの詳細は、別途当社取締役会が本プランの更新を決定する決議

において定めるものとします。
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(C) 本基本方針の有効期間

本基本方針の有効期間は、平成24年6月14日開催の定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。

但し、かかる有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本基本方針を変更又は廃止する旨の決

議が行われた場合には、本基本方針は当該決議に従いその時点で変更又は廃止されるものとし、この場合、

本プランは、速やかに、変更後の基本方針に従うよう変更され、又は廃止されるものとします。

 

④　株主及び投資家の皆様への影響について

(A) 本基本方針の更新・本プランの更新時に株主及び投資家の皆様に与える影響

本基本方針の更新及び本プランの更新時点においてはいずれも、本新株予約権の無償割当て自体は行われ

ませんので、株主及び投資家の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。

(B) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

本プランが更新され、本プランの手続に従い本新株予約権の無償割当てが実施される場合には、本新株予

約権無償割当て決議において別途定める割当期日における株主の皆様に対し、その保有する当社株式1株につ

き本新株予約権2個を上限として本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で、本新株予約権が無

償で割り当てられます。仮に、株主の皆様が、本新株予約権の権利行使期間内に、所定の行使価額相当の金

銭の払込みその他本新株予約権の行使に係る手続を経なければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使

により、その保有する当社株式全体の価値が希釈化することになります。但し、当社は、当社取締役会の決

定により、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を交付すること

があります。当社がかかる取得の手続をとれば、非適格者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行

使価額相当の金銭の払込みをすることなく、当社による本新株予約権の取得の対価として当社株式を受領す

るため、その保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じません。

なお、一旦本新株予約権無償割当て決議がなされた後に、当該割当てが中止されたり、本新株予約権が無

償取得された場合には、1株当たりの当社株式の価値の希釈化は生じませんので、1株当たりの当社株式の価

値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により相応の影

響を受ける可能性があります。

 

⑤　上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由

(A) 上記①の基本方針の実現に資する特別な取組み（上記②の取組み）について

上記②に記載した企業価値向上に資する取組みやコーポレート・ガバナンスの強化に対する取組みといっ

た施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定

されたものであり、基本方針の実現に資するものです。

従って、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社

役員の地位の維持を目的とするものではありません。

(B) 上記①の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取組み（上記③の取組み）について

ａ　本基本方針が上記①の基本方針に沿うものであること

本基本方針は、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の

皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し

たり、株主の皆様のために買付者等と協議・交渉等を行うことを可能とすることにより、当社の企業価

値・株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものです。

ｂ　当該取組みが株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とする

ものではないこと

当社は、以下の理由から、本基本方針は、上記①の基本方針に照らして、当社株主の共同の利益を損な

うものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えています。

1．買収防衛策に関する指針の要件の充足

本基本方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保

又は向上のための買収防衛策に関する指針に定める三原則を充足しています。
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2．株主意思の重視

本基本方針は、株主総会において承認可決されることにより決定されます。

また、上記③(C)「本基本方針の有効期間」に記載したとおり、本基本方針には有効期間を約3年間と

するいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会

の決議によりこれを変更又は廃止することが可能とされています。また、本基本方針の有効期間内で

あっても、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議により、本プランを廃止す

ることも可能です。従って、本基本方針及びこれに従って更新される本プランには、株主の皆様のご意

向が十分に反映されることとなります。

3．独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

上記③(B)ｆ「独立委員会について」に記載したとおり、本基本方針においては、本新株予約権の無償

割当ての実施等の運用に関する実質的な判断は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している者のみ

から構成される独立委員会により行われることとされています。このように、独立委員会が、当社取締

役会が恣意的に本新株予約権の無償割当ての実施を行うことのないよう厳しく監視するとともに、その

判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利

益に適うように本プランの運営が行われる仕組みが確保されています。

なお、独立委員会の委員には、当社社外監査役から土肥孝治氏（元 検事総長・弁護士）が、社外の有

識者として石川博志氏（関西電力株式会社 顧問）及び河本一郎氏（神戸大学名誉教授・弁護士）がそれ

ぞれ就任しています。

4．合理的な客観的要件の設定

本基本方針においては、上記③(B)ｅ1．「独立委員会による実施の勧告」で記載したとおり、合理的

かつ詳細な客観的要件が充足されなければ本新株予約権の無償割当ては実施されないものとしており、

当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

5．外部専門家の意見の取得

上記③(B)ｄ「独立委員会による買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の提示」で記載した

とおり、買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者である専門家（ファイ

ナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を受けることができるものとしています。

これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。

6．当社取締役の任期が1年であること

当社は、当社取締役の任期を1年としておりますので、本プランの有効期間中であっても、毎年の当社

取締役の選任を通じて、本基本方針及び本プランについて、株主の皆様のご意向を反映させることが可

能となります。

 

(3) 研究開発活動

　特記事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 3,200,000,000

合計 3,200,000,000

 

②【発行済株式】

種類
 第1四半期会計期間末
 現在発行数（株）
（平成26年6月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成26年8月13日）

上場金融商品取引所名
又は

登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 1,271,406,928 1,271,406,928
東京証券取引所

（市場第一部）

 単元株式数は

 1,000株です。

合計 1,271,406,928 1,271,406,928 － －

 

(2)【新株予約権等の状況】

平成26年3月27日開催の取締役会決議に基づき、平成26年4月25日付で、当社子会社である阪急電鉄㈱及び阪神

電気鉄道㈱の常勤の取締役（阪神電気鉄道㈱の使用人兼務取締役を除きます。）に対して株式報酬型ストックオ

プションとして発行した新株予約権は、次のとおりです。

決議年月日 平成26年3月27日

新株予約権の数 203個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 203,000株（注）1

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり1円

新株予約権の行使期間
平成26年4月26日から

平成56年4月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格542円

資本組入額（注）2

新株予約権の行使の条件 （注）3

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取

締役会の決議による承認を要するものとします。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）4

新株予約権の取得条項に関する事項 （注）5

（注）1　募集新株予約権1個につき目的である株式の数（以下「付与株式数」といいます。）は1,000株とします。

なお、募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」といいます。）後、当社が当社普通株式につき、

株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合

を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとします。

 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
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ただし、かかる調整は、募集新株予約権のうち、当該時点で行使されていない募集新株予約権の目的で

ある株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとしま

す。

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、そ

の効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額

を減少して資本金又は準備金の額を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株

式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調

整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用します。

また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に

準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調

整を行うことができるものとします。

2　募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる

場合は、これを切り上げるものとします。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の

資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

3　新株予約権の行使の条件

(1) 募集新株予約権者は、阪急電鉄㈱又は阪神電気鉄道㈱のうち、割当日時点で在任する会社の役員の地

位を喪失した日の翌日から10日以内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、募集新株予約

権を行使することができます。

(2) 上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若

しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案に

つき、当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場

合）、当該承認日の翌日から30日間に限り募集新株予約権を行使できるものとします。ただし、（注）4

に記載の組織再編成行為に伴う募集新株予約権の交付に関する事項に従って募集新株予約権者に再編成

対象会社の募集新株予約権が交付される場合を除くものとします。

(3) その他の条件については、当社と募集新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定め

るところによります。

4　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社

が分割会社となる場合に限ります。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合

に限ります。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。）をする場合において、組織再編成

行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社

成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の

日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の

日をいいます。以下同じ。）の直前において残存する募集新株予約権（以下「残存新株予約権」といいま

す。）を保有する募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホ

までに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」といいます。）の募集新株予約権をそれぞれ交付すること

とします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は募集新株予約権を新たに発行

するものとします。

ただし、次の各号に沿って再編成対象会社の募集新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

(1) 交付する再編成対象会社の募集新株予約権の数

募集新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

(2) 募集新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とします。

(3) 募集新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、（注）1に準じて決定します。
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(4) 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使

価額に上記(3)に従って決定される当該各募集新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗

じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各募集新株予約権を行使することによ

り交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。

(5) 募集新株予約権を行使することができる期間

上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日

のうちいずれか遅い日から、上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日まで

とします。

(6) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項

（注）2に準じて決定します。

(7) 譲渡による募集新株予約権の取得の制限

譲渡による募集新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要す

るものとします。

(8) 募集新株予約権の行使の条件

（注）3に準じて決定します。

(9) 募集新株予約権の取得条項

（注）5に準じて決定します。

5　新株予約権の取得条項に関する事項

当社は、以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議

が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、募集新株予約権

を無償で取得することができます。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当

社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得す

ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成26年4月1日～

平成26年6月30日
－ 1,271,406,928 － 99,474 － 149,258

 

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7)【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成26年3月31日）に基づく株主名簿により記載しています。

 

①【発行済株式】

平成26年6月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式         5,312,000
－ 単元株式数1,000株

（相互保有株式）

普通株式           135,000
－ 同上

完全議決権株式（その他） 普通株式     1,253,333,000 1,253,333 同上

単元未満株式 普通株式        12,626,928 － 1単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 1,271,406,928 － －

総株主の議決権 － 1,253,333 －

（注）1　「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式

がそれぞれ24,000株（議決権24個）及び650株含まれています。

2　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれています。

自己保有株式  241株

相互保有株式 神戸電鉄株式会社 659株

 阪急産業株式会社 654株

 

②【自己株式等】

平成26年6月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所

自己名義

所有株式数

（株）

他人名義

所有株式数

（株）

所有株式数

の合計

（株）

発行済株式総

数に対する所

有株式数の割

合（％）

（自己保有株式）      

阪急阪神ホールディングス

株式会社
大阪府池田市栄町1番1号 5,312,000 － 5,312,000 0.41

（相互保有株式）      

神戸電鉄株式会社
神戸市兵庫区新開地一丁目

3番24号
79,000 － 79,000 0.00

阪急産業株式会社 大阪府池田市栄町1番1号 56,000 － 56,000 0.00

合計 － 5,447,000 － 5,447,000 0.42

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しています。

 

２ 監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間（平成26年4月1日から平成26

年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成26年4月1日から平成26年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けています。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成26年6月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,368 24,216

受取手形及び売掛金 80,063 60,435

販売土地及び建物 105,147 95,460

商品及び製品 2,503 2,524

仕掛品 4,079 7,087

原材料及び貯蔵品 4,206 4,269

繰延税金資産 5,736 6,403

その他 44,163 39,905

貸倒引当金 △349 △325

流動資産合計 270,919 239,977

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 596,308 590,435

機械装置及び運搬具（純額） 44,762 45,538

土地 921,004 918,453

建設仮勘定 94,200 91,448

その他（純額） 20,349 19,858

有形固定資産合計 ※1 1,676,624 ※1 1,665,734

無形固定資産   

のれん 33,687 33,077

その他 ※1 17,718 ※1 17,690

無形固定資産合計 51,406 50,767

投資その他の資産   

投資有価証券 246,617 247,658

繰延税金資産 4,906 4,909

退職給付に係る資産 2,395 1,290

その他 34,532 34,868

貸倒引当金 △473 △480

投資その他の資産合計 287,978 288,247

固定資産合計 2,016,009 2,004,748

資産合計 2,286,928 2,244,726
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成26年6月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 42,943 35,500

未払費用 19,373 22,783

短期借入金 313,305 301,801

1年内償還予定の社債 20,000 10,000

リース債務 2,028 2,006

未払法人税等 5,729 2,459

賞与引当金 4,214 2,853

その他 156,626 134,762

流動負債合計 564,220 512,169

固定負債   

長期借入金 585,300 577,388

社債 102,000 102,000

リース債務 9,673 9,500

繰延税金負債 189,178 193,392

再評価に係る繰延税金負債 5,557 5,557

退職給付に係る負債 60,093 58,895

長期前受工事負担金 37,258 41,991

その他 116,047 114,824

固定負債合計 1,105,109 1,103,550

負債合計 1,669,330 1,615,720

純資産の部   

株主資本   

資本金 99,474 99,474

資本剰余金 150,027 150,027

利益剰余金 344,020 355,876

自己株式 △4,553 △4,275

株主資本合計 588,969 601,102

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,885 9,342

繰延ヘッジ損益 480 △195

土地再評価差額金 5,060 5,060

為替換算調整勘定 366 51

退職給付に係る調整累計額 △1,712 △1,909

その他の包括利益累計額合計 13,081 12,350

新株予約権 208 318

少数株主持分 15,338 15,234

純資産合計 617,598 629,006

負債純資産合計 2,286,928 2,244,726
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第1四半期連結累計期間
(自　平成25年4月 1日
　至　平成25年6月30日)

当第1四半期連結累計期間
(自　平成26年4月 1日
　至　平成26年6月30日)

営業収益 160,565 170,787

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 126,504 136,745

販売費及び一般管理費 7,659 7,363

営業費合計 134,164 144,109

営業利益 26,401 26,678

営業外収益   

受取利息 19 15

受取配当金 754 842

持分法による投資利益 1,571 2,396

雑収入 582 398

営業外収益合計 2,928 3,653

営業外費用   

支払利息 4,297 3,740

雑支出 296 391

営業外費用合計 4,593 4,132

経常利益 24,736 26,199

特別利益   

工事負担金等受入額 428 583

固定資産売却益 8,093 80

その他 120 127

特別利益合計 8,642 792

特別損失   

固定資産圧縮損 267 568

減損損失 47 341

その他 184 427

特別損失合計 499 1,338

税金等調整前四半期純利益 32,879 25,653

法人税、住民税及び事業税 8,262 4,922

法人税等調整額 4,189 3,736

法人税等合計 12,452 8,659

少数株主損益調整前四半期純利益 20,427 16,993

少数株主利益 236 263

四半期純利益 20,190 16,730
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【四半期連結包括利益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第1四半期連結累計期間
(自　平成25年4月 1日
 至　平成25年6月30日)

当第1四半期連結累計期間
(自　平成26年4月 1日
　至　平成26年6月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 20,427 16,993

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,753 552

繰延ヘッジ損益 △388 △678

土地再評価差額金 △15 －

為替換算調整勘定 911 △343

退職給付に係る調整額 － △213

持分法適用会社に対する持分相当額 1,963 △75

その他の包括利益合計 5,224 △758

四半期包括利益 25,652 16,235

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 25,271 15,999

少数株主に係る四半期包括利益 380 236
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年5月17日。以

下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ

られた定めについて当第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、

退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を

平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から単一の加重平均割引率へ変更しました。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第1

四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金

に加減しています。

　なお、この変更に伴う四半期連結財務諸表への影響は軽微です。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※1　固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額

（単位：百万円）
 

前連結会計年度
（平成26年3月31日）

当第1四半期連結会計期間
（平成26年6月30日）

373,682 374,202

 

　2　偶発債務

下記の会社等の借入金等に対して債務保証（保証予約を含む）を行っています。

（単位：百万円）
 

前連結会計年度
（平成26年3月31日）

当第1四半期連結会計期間
（平成26年6月30日）

西大阪高速鉄道㈱ 22,054 西大阪高速鉄道㈱ 21,641

販売土地建物提携ローン利用者 7,373 販売土地建物提携ローン利用者 9,221

その他（1社） 40 その他（1社） 30

合計 29,467 合計 30,893

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第1四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額

は、次のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
前第1四半期連結累計期間
（自　平成25年4月 1日
至　平成25年6月30日）

当第1四半期連結累計期間
（自　平成26年4月 1日
至　平成26年6月30日）

減価償却費 13,254 12,905

のれんの償却額 729 737
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（株主資本等関係）

1　前第1四半期連結累計期間（自　平成25年4月1日　至　平成25年6月30日）

配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年6月14日

定時株主総会
普通株式 6,333 利益剰余金 5 平成25年3月31日 平成25年6月17日

 

2　当第1四半期連結累計期間（自　平成26年4月1日　至　平成26年6月30日）

配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成26年6月13日

定時株主総会
普通株式 4,431 利益剰余金 3.5 平成26年3月31日 平成26年6月16日
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

1　前第1四半期連結累計期間（自　平成25年4月1日　至　平成25年6月30日）

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

          （単位：百万円）

 報告セグメント

その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)3

 都市交通 不動産

エンタテ
インメン
ト・コミ
ュニケー
ション

旅行 国際輸送 ホテル 小計

営　業　収　益            

(1)外部顧客への

  営業収益
56,859 39,774 26,053 8,844 8,893 15,803 156,229 4,202 160,431 134 160,565

(2)セグメント間の

  内部営業収益

  又は振替高

1,239 4,080 1,232 15 3 173 6,743 1,277 8,020 △8,020 －

合計 58,099 43,854 27,285 8,859 8,896 15,976 162,972 5,479 168,452 △7,886 160,565

セグメント利益

又は損失（△）
11,348 9,094 5,733 550 222 391 27,340 △72 27,267 △866 26,401

（注）1　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設業等を含んで

います。

2　セグメント利益又は損失の調整額の主な内容は、のれんの償却額△729百万円（主に平成18年

度の阪神電気鉄道㈱との経営統合により発生したのれんの償却額）です。

3　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

 

2　当第1四半期連結累計期間（自　平成26年4月1日　至　平成26年6月30日）

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

          （単位：百万円）

 報告セグメント

その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)3

 都市交通 不動産

エンタテ
インメン
ト・コミ
ュニケー
ション

旅行 国際輸送 ホテル 小計

営　業　収　益            

(1)外部顧客への

  営業収益
56,641 49,006 27,545 8,690 9,411 15,153 166,449 4,218 170,667 119 170,787

(2)セグメント間の

  内部営業収益

  又は振替高

1,032 4,064 1,571 6 1 192 6,869 1,535 8,405 △8,405 －

合計 57,673 53,071 29,117 8,697 9,413 15,346 173,319 5,753 179,072 △8,285 170,787

セグメント利益

又は損失（△）
10,866 9,598 5,904 751 469 128 27,718 △175 27,542 △864 26,678

（注）1　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設業等を含んで

います。

2　セグメント利益又は損失の調整額の主な内容は、のれんの償却額△664百万円（主に平成18年

度の阪神電気鉄道㈱との経営統合により発生したのれんの償却額）です。

3　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
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（1株当たり情報）

　1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次

のとおりです。

  
前第1四半期連結累計期間
（自　平成25年4月 1日
至　平成25年6月30日）

当第1四半期連結累計期間
（自　平成26年4月 1日
至　平成26年6月30日）

(1) 1株当たり四半期純利益 （円） 16.01 13.27

（算定上の基礎）    

四半期純利益 （百万円） 20,190 16,730

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益 （百万円） 20,190 16,730

普通株式の期中平均株式数 （千株） 1,260,985 1,261,123

(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益（円） 16.01 13.25

（算定上の基礎）    

四半期純利益調整額 （百万円） △1 △8

（うち持分法による投資利益） （百万円） (△1) (△8)

普通株式増加数 （千株） 393 592

（うち新株予約権） （千株） (393) (592)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

－ －

 

（重要な後発事象）

当社は、平成26年3月27日開催の取締役会決議に基づき、次のとおり第47回無担保社債を発行しました。

 

第47回無担保社債

発行総額 10,000百万円

発行年月日 平成26年7月18日

発行価格 額面100円につき金100円

償還期限 平成41年7月18日

利率 年1.202％

資金の使途 コマーシャル・ペーパー償還資金に充当

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

第１【保証会社情報】

１【保証の対象となっている社債】

銘柄 保証会社 発行年月日
券面総額
（百万円）

償還額
（百万円）

提出日の前
月末現在の
未償還残高
（百万円）

上場金融商品取
引所名又は登録
認可金融商品取
引業協会名

阪急阪神ホールディングス㈱

第37回無担保社債

阪急電鉄㈱

阪神電気鉄道㈱

平成21年

10月23日
10,000 － 10,000 －

阪急阪神ホールディングス㈱

第38回無担保社債
同上

平成21年

10月23日
10,000 － 10,000 －

阪急阪神ホールディングス㈱

第39回無担保社債
同上

平成22年

 1月28日
20,000 － 20,000 －

阪急阪神ホールディングス㈱

第40回無担保社債
同上

平成22年

 9月22日
15,000 － 15,000 －

阪急阪神ホールディングス㈱

第41回無担保社債
同上

平成22年

 9月22日
7,000 － 7,000 －

阪急阪神ホールディングス㈱

第42回無担保社債
同上

平成23年

 3月17日
10,000 － 10,000 －

阪急阪神ホールディングス㈱

第43回無担保社債
同上

平成23年

 9月 9日
10,000 － 10,000 －

阪急阪神ホールディングス㈱

第44回無担保社債
同上

平成24年

10月25日
10,000 － 10,000 －

阪急阪神ホールディングス㈱

第45回無担保社債
同上

平成25年

 3月14日
10,000 － 10,000 －

阪急阪神ホールディングス㈱

第46回無担保社債
同上

平成25年

10月25日
10,000 － 10,000 －

阪急阪神ホールディングス㈱

第47回無担保社債
同上

平成26年

7月18日
10,000 － 10,000 －

 

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】

該当事項はありません。
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３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】

Ⅰ　会社名、代表者の役職氏名及び本店の所在の場所

（阪急電鉄株式会社）

会社名 阪急電鉄株式会社

代表者の役職氏名 代表取締役社長　　中川　喜博

本店の所在の場所
大阪府池田市栄町1番1号

大阪市北区芝田一丁目16番1号（本社事務所）

 

（阪神電気鉄道株式会社）

会社名 阪神電気鉄道株式会社

代表者の役職氏名 代表取締役社長　　藤原　崇起

本店の所在の場所 大阪市福島区海老江1丁目1番24号

 

Ⅱ　業績の概要

（阪急電鉄株式会社）

保証会社である阪急電鉄株式会社の直近の事業年度に関する業績の概要は、以下の提出会社の有価証券報告書

における「第二部　提出会社の保証会社等の情報」の「第１　保証会社情報」「３　継続開示会社に該当しない

保証会社に関する事項」に記載しています。

有価証券報告書  
事業年度

(第176期)
 

自　平成25年4月 1日

至　平成26年3月31日
 
平成26年6月16日

関東財務局長に提出

 

（阪神電気鉄道株式会社）

保証会社である阪神電気鉄道株式会社の直近の事業年度に関する業績の概要は、同社が提出しました、以下の

有価証券報告書に記載しています。

有価証券報告書  
事業年度

(第193期)
 

自　平成25年4月 1日

至　平成26年3月31日
 
平成26年6月16日

近畿財務局長に提出

 

阪神電気鉄道株式会社は、平成26年7月15日付で、「有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書」を近畿

財務局長に提出しました。
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第２【保証会社以外の会社の情報】
　該当事項はありません。
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第３【指数等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  
 

平成26年８月12日

阪急阪神ホールディングス株式会社

取 締 役 会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 
　指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 川井　一男　　㊞

 

 
　指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 松山　和弘　　㊞

 

 
　指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 溝　　静太　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている阪急阪神ホール

ディングス株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年

４月１日から平成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係

る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記

について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、阪急阪神ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成26年６月30

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管している。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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